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 解 説  

 

１．現地の規制について 

 「日タイ二国間合意」により定められた検疫条件に従うことで、日本からタイ

にブドウを輸出することが可能です。ただし、青果の場合、生産地および梱包施

設にかかるタイ当局への施設登録のほか、植物検疫証明書の取得が必要です。施

設登録の申請は四半期末（3月、6月、9月、12月の末日）毎に締め切られるため、

期限に合わせて対応する必要があります。 

 その他、食品に関連する規制として、残留農薬規制および動物用医薬品規制、

重金属および汚染物質規制、食品添加物規制、食品包装、ラベル表記にかかる対

応が必要です。 

 

２．輸出方法について 

 賞味期限が限られる生鮮食品や青果物、日持ちがしない商品の輸出においては

航空便利用が一般的です。 

 梱包においては、商品の鮮度や見た目を長期間保てるものを使用し、特にブド

ウにおいては脱粒に注意を払う必要があるため、フォワーダーや梱包材メーカー

等とのご相談をお勧めします。 

 

３．航空便での商品輸出に要する時間について 

 日本国内の物流について、国内の物流倉庫に商品が輸送された後、輸出手続き

と航空便への積込みが行われ、航空便のスケジュールが合えば深夜便での輸送も

可能です。 

 タイへの輸出であれば、通常、出荷から２日ほどで現地に到着することが可能 

Ｑ． 

 日本産のブドウをタイに輸出・現地販売していきたいと考えています。輸出

する際の現地規制や留意点等について教えてください。 

 

Ａ． 

 タイにブドウを輸出する場合、生産地・梱包施設の施設登録と植物検疫証明

書の取得が必要です。なお、青果の場合、鮮度を保つために航空便での輸出が推

奨されますが、船便に比べ物流費が高額になるので、現地での販売価格も割高

になる傾向があります。輸出後の商品にも競争力を持たせられるか、事前の調

査が重要となります。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/18_TH_Grape.pdf

